












(7)広 報 ひ か り

四
月

一
日
か
ら
新
た
に
消
費
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
｡
号

】
で
消

兼
税
は
何
に
対
し
て
か
け
ら
れ
'
ま
た
､
そ
の
負
担
者
と
納
税
者

に
つ
い
て
お
話
し
ま
し
ょ
う
｡

消
費
税
と
は

消
費
税
は
､
限
ら
れ
た
も
の
だ

け
に
課
税
し
て
き
た
こ
れ
ま
で
の

間
接
税
と
異
な
り
､
ほ
と
ん
ど
の

物
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
売
り
上
げ
を

対
象
と
し
た
税
金
で
､
税
率
は
三

%
で
す
｡

消
費
税
は
､
消
費
者
に
広
-
薄

-
負
担
を
求
め
る
と
い
う
性
格
上
､

い
わ
ゆ
る
非
課
税
の
対
象
と
な
る

の
は
､
土
地
売
買
や
預
金
の
利
子
､

社
会
保
険
医
療
､
教
育
､
社
会
福

祉
の

一
部
な
ど
に
限
定
さ
れ
て
い

ま
す
｡

消
費
税
の
仕
組
み
や

計
算
は
簡
単

消
費
税
の
申
告
と
納
付
は
'
製

造
､
卸
､
小
売
､
サ
ー
ビ
ス
な
ど

の
各
業
者
が
行
う

こ
と
に
な
り
ま

す
｡
た
だ
し
､
前
々
年

(前
々
事

業
年
度
)
の
年
間
課
税
売
上
高
が

三
千
万
円
以
下
の
事
業
者
の
方
は
､

消
費
税
を
納
め
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
｡

前

々
年

(前
々
事
業
年
度
)
の

課
税
売
上
高
が
､
三
千
万
円
を
超

え
る
事
業
者
の
方
は
納
税
義
務
が

あ
り
ま
す
｡
計
算
の
し
か
た
は
簡

単
で
す
｡
(
表
①
)

前
々
年

(前
々
事
業
年
度
)
の

年
間
課
税
売
上
高
が
､
五
億
円
以

下
の
課
税
事
業
者
の
方
は
､
簡
易

課
税
制
度
に
よ
っ
て
課
税
売
上
高

か
ら
納
付
税
額
を
計
算
で
き
る
仕

組
み
が
選
べ
ま
す
｡

(表
2
)

ま
た
､
そ
の
年

(
そ
の
事
業
年

皮
)
の
年
間
課
税
売
上
高
が
､
六

千
万
円
未
満
の
課
税
事
業
者
の
方

に
は
､
免
税
業
者
と
の
バ
ラ
ン
ス

を
考
慮
し
､
課
税
売
上
高
に
応
じ

て
納
付
税
額
の

一
部
が
軽
減
さ
れ

る
限
界
控
除
制
度
が
設
け
ら
れ
て

い
ま
す
｡
(
表
③
)

課
税
期
間
は
､
個
人
事
業
者
の

場
合
は
暦
年

(
一
月

一
日
～
十
二

月
三
十

一
日
)
､
法
人
は
'
そ
の

事
業
年
度

(
四
月

一
日
～
三
月
三

十

一
日
)
で
す
｡

仕 課
組 税
み の
は

事
業
者
の
仕
入
れ
に
課
さ
れ
た

消
費
税
額
は
､
売
上
げ
に
課
さ
れ

た
消
費
税
額
か
ら
差
し
引
-

(控

除
で
き
る
)
仕
組
み
に
な
っ
て
い

ま
す
｡

税
額
計
算
の
基
と
し
て
､
帳
簿

上
の
記
録
､
納
品
書
､
請
求
書
等

が
あ
れ
ば
よ
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
(

表① 消費税の納付税額の計算 (原則)

年間課税売上高×孟 一年間の課税仕入高×孟(税抜き) (税抜き)

-納付税額

表② 簡易課税制度を選んだ場合の計算

課税期間中の
課税売上高(税抜き)×冒主旨売業者は｡.3)-納付税額

秦(釘 限界控除制度による計算

年間課税売上高

李華轡任す× (税抜き)
-3,000万円

べき税額 ′､ 3,000万円




















